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エコカー補助金４月２日から申請受付開始 
平成２３年１２月２０日～平成２５年１月３１日までに新車新規登録（登録自動車）または新車新規検査届出（軽自動車） 

された自動車が対象となります。 

【申請受付期間】 

  平成２４年４月２日（月）～平成２５年２月２８日（木） 

※申請総額が予算額を超過する場合には申請締切前であっても募集終了 

【申請書の届出期限】 

   申請書は、新車新規登録日または新車新規検査届出日の翌月末（土日祝日の場合は、その前日）までに審査機関に 

受理される必要があります。 

    平成２３年１２月２０日（火）～平成２４年５月３１日（木）までのものについては、 

    平成２４年６月２９日（金）までとする。 

【１年間使用義務】 

  補助金の交付を受けた新車については、登録日より１年以上の間、原則として同一の者による使用（車検証上の 

  使用者名義を変更しないこと）が求められます。違反すると補助金返納を求められる。 

【申請書提出先】 

  一般社団法人次世代自動車振興センター 

 【仮申請】 

   所定の様式に添って必要な情報を記入した用紙を、審査機関の仮申請専用番号にＦＡＸすることにより仮申請を 

   行うことができます。その場合、申請の受理日は、仮申請が受理された日となります。 

H27年度燃費基準達成 

または 

平成22年度燃費基準25％

超過達成 

●登録車は１０万円 

●軽自動車は７万円 

の補助金 

＜重量車＞ 

トラック・バス 

H27年度燃費基準達成 

●小型 20万

●中型 40万円 

●大型 90万円 

の補助金 

東京電力/自動車の賠償請求受付開始について 

先日 東京電力が自動車の一部賠償請求を受け付けました。 

以下１～３のすべてにあてはまる自動車が対象となります。 

１．自動車（二輪・特殊自動車を除く） 

２．現在も警戒区域にあり、持出ができない自動車 

３．以下(1)～(3)のいずれかに該当する自動車 

  (1)原発事故に伴う警戒区域設定及び立入制限により管理不能と 

    なったため故障した車 

  (2)原発事故に伴う放射線量が基準値を超えたことによって持出

ができない自動車 

  (3)原発事故に伴う特例措置により永久抹消済みの自動車 

この事について東京電力福島原子力賠償相談室に

問い合わせてみました。

◆車検が切れている車でも一時抹消済みの車でも

 特例措置による永久抹消済みの自動車は賠償対象

 になるのか？→なります（津波は除く）

◆20㎞圏内から車を持出したが、放射線量が高いので
賠償をして欲しい→持出した車は今回の賠償対象外

◆線量の高い車は 20 ㎞圏内に車を戻してきてもよい
か？→ダメ

賠償請求には、申立書、確認書、請求書、登録事項等

証明書が必要になります。只今請求書取寄せ中です。

届きましたら、連絡いたします。


